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令和７年２月３日 

 

三原市役所本庁舎内での弁当等販売事業者募集要領 

 

１　許可の概要 

（１）許可対象行為 

三原市役所本庁舎内での弁当等販売 

（２）許可の期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの開庁日 

開庁日とは、一年から日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休

日、１２月２９日から翌年１月３日までを除く日とする。 

（参考）令和７年度の開庁日（見込み） 

月曜日４２日、火曜日４９日、水曜日５０日、木曜日５１日、金曜日５０日 

（３）販売時間 

１１時～１４時とし、この時間内に販売場所の設営から撤去までを行うこと。 

（４）賃貸借料 

申請者は、販売許可申請時に最低賃貸借料（１７，２２２円）以上の賃貸借料（応

募価格）を提示すること。 

販売事業者として決定した場合は、賃貸借料を市が発行する納入通知書により、市

が指定する期限までに納めるものとする。 

（５）販売場所 

本庁舎２階南東側会議室２０１前（市の都合により２階が使用できない場合は、８

階東側会議室８０１前とする。）別添「02 販売場所･写真」参照。 

一区画当たり４㎡とし、１事業者につき１区画を貸し付け、一日につき２区画を異

なる事業者に貸し付ける。 

※　指定された場所以外でのチラシ配布・弁当等販売は行わないこと。（ただし、注

文品の配達は除く。） 

※　防火シャッター降下の妨げとなる場所での販売や物品の配置は行わないこと。 

（６）駐車場の使用 

市役所駐車場を使用できるものとする。ただし、市役所駐車場が混雑していると

き、市が指示するときは本庁舎北側のサービスヤードを使用すること。 

 

２　販売方法 

（１）販売方法 

販売台等は市が準備するキャスター付きテーブル等で行うこと（設営は販売事業者

が行うこと。）。庁舎の水道及び電気設備等は、販売時には原則使用してはならない。 

販売に際し、市が用意する掲示物・衝立等の設置を指示した場合は、これに従うこ

と。 

（２）販売する物品 

弁当類・パン類・飲み物（アルコールを除く）等の飲食物に限るものとする。 

（３）容器等の回収 

販売場所にゴミ回収ボックスを設置し、販売した日の１４時までに確実に回収する

こと（１３時までは容器の回収のため撤収しないこと。なお、市職員には販売事業者
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から購入した弁当殻は販売事業者に返却するよう通知をしている。）。 

（４）販売の継続 

許可された販売場所で継続して販売を行うこと。なお、病気等の特別な事情により

販売を休止する場合は、事前に市へ連絡すること。 

（５）関係法令等の遵守 

弁当等販売にあたっては、食品販売に関わる諸法令並びに市の指示を遵守し、食品

ごとに食品衛生法・食品表示法に基づく表示を行うこと。 

（６）許可の取消し 

上記事項が守られない場合、販売の許可を取り消すものとする。その場合、納入さ

れた賃貸借料は返金しないものとする。 

 

３　資格要件 

　次の要件をすべて満たす法人、福祉合同体又は個人が申請することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（２）公募開始の日以降のいずれの日においても、建設業者等指名除外要綱（平成17年

三原市要綱第204号）の規定に基づく指名除外の措置要件に該当しない者であるこ

と。 

（３）公募開始の日以降のいずれの日においても、会社更生法（平成14年法律第154

号）に基づく更生手続開始の申立て、又は、民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（４）三原市税を滞納していない者であること。なお、三原市への納税義務がない場合は

除外する。 

（５） 公募開始の日において、弁当等の販売にあたり、法令により必要となる許可、資

格等を有すること。 

（６）公募開始の日において、三原市内で販売営業行為を行う者であること。ただし、社

会福祉法人、就労移行支援事業所、障害者事業所等（以下「福祉団体」という。）に

あっては、三原市内のほか、竹原市・尾道市・世羅町・東広島市で販売営業行為を行

う者であること。 

（７）複数の福祉団体が合同（以下「福祉合同体」という。）して申請する場合は、福祉

合同体を構成する全ての福祉団体（以下「構成事業所」という。）が前記の資格要件

を満たすこと。 

また、構成事業所間の賃貸借料の負担割合、販売する順番の決定等、福祉合同体の

自律に委ねられるべき問題については、福祉合同体の内部問題として福祉合同体で解

決できること。 

 

４　申込手続 

（１）申し込み方法 

持参・郵送・ＦＡＸのいずれかにより、次に示す期間中に、必要書類を三原市総務

課へ提出すること。 

（持参の場合）令和７年２月３日（月）から２月１７日（月）まで 

９時００分～１２時００分、１３時００分～１７時００分 

　　（郵送・ＦＡＸの場合）令和７年２月１７日（月）１７時００分まで 
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　※ＦＡＸによる場合は、送信後ただちに総務課管理統計係にＦＡＸ送信した旨を電

話連絡すること。 

（２）必要書類 

　　ア 物品販売（弁当）等許可申請書 兼 誓約書（様式１） 

　　イ 販売する物品の概要がわかるチラシ等 

　　ウ 食品等販売営業行為を行うために必要な許可証（写し） 

　　エ 福祉団体においては、その資格を証する書類（写し） 

（３）提出先・問い合わせ先 

　　三原市港町三丁目５番１号（４階） 

　　　　三原市役所総務課管理統計係 

　　　　ＴＥＬ 0848-67-6022　／　ＦＡＸ 0848-64-7101 

（４）福祉合同体の申し込み方法 

　　　福祉合同体のうち代表事業所を定め、代表事業所が、次の書類を全て整えて三原市

総務課に提出すること。 

　　  （ア）代表事業所の前記４（２）に定める必要書類全て 

　　　（イ）代表事業所を除く構成事業所の前記４（２）に定める必要書類のうちアを除

く全て 

　　　（ウ）構成事業所から提出された、代表事業所に契約権限・市と協議する権利等を

代表事業所に委ねる旨の委任状（様式は任意） 

（エ）構成事業所の一覧表 

 

５　質問 

（１）質問書の提出 

質問書（様式２）を、持参・郵送・ＦＡＸのいずれかにより提出すること。 

（２）提出期限 

　（持参の場合）令和７年２月３日（月）から２月１０日（月）まで 

９時００分～１２時００分、１３時００分～１７時００分 

　　　（郵送・ＦＡＸの場合）令和７年２月１０日（月）１７時００分まで 

　　　　※ＦＡＸによる場合は、送信後ただちに総務課管理統計係にＦＡＸ送信した旨を

電話連絡すること。 

　　　回答は２月１３日（木）までに三原市ホームページに順次掲載する。 

（３）質問提出先　 

〒723-8601　三原市港町三丁目５番１号（４階） 

　　　　　　　　　三原市役所　総務課管理統計係 

　　　　　　　　ＦＡＸ 0848-64-7101（ＦＡＸ送信の連絡先電話番号 0848-67-6022） 

 

６　販売事業者の決定方法 

市は、各曜日１日２区画について異なる２事業者を販売事業者として決定する。 

【福祉団体と一般の事業者】 

（１） 福祉団体からの応募があった場合、福祉団体の中から応募価格の高い順

で販売事業者と販売曜日を決定する。 

（２） 一般の事業者は、福祉団体の曜日決定後、残りの区画について、応募価

格の高い順に、１区画ずつ希望する曜日の販売者として販売事業者を決定す
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る。 

【提案価格と希望順位】 

（３） 提案賃貸借料の高い順に希望する曜日で許可する。 

（４） 同価格を提示する事業者が複数ある場合は、各々が希望する上位の順位

で空きがある曜日で許可するものとする。 

（５） 複数の事業者が同価格で同じ曜日を同じ順位で希望し、その全ての事業

者にその曜日で許可することができない場合は（３事業者が同価格で第一希

望曜日を火曜日としていた場合等）、くじにより決し、くじに落選した者は

次順位以降で希望する空きのある曜日で許可するものとする。 

注　本手続きに従って販売事業者が決定しなかった曜日があれば、市が決定しな

かった状況を調査の上、対応を検討する。 

 

７　結果の公表 

　　募集の結果については、令和７年３月７日（金）までに三原市ＨＰ（募集と同じペー

ジ）にて公表する。 

 

 

 

問い合せ先 
　三原市総務課管理統計係 
　担当：引村 
  電話：0848-67-6022


